
制度・運用改善の取組
（（一社）日本自動車工業会、（一社）日本自動車部品工業会、

（一社）日本鉄鋼連盟）

資料５
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第三者証明機関への提出書類不備によるリスクと修正による手戻り工数の削減、第三者証明機関からのあるべき姿と乖離した要件提示
を抑止することにより、判定審査手続きの煩雑さを低減させ、EPA活用推進を促すことを目的に、これまでの自動車業界、鉄鋼業界の経
験に基づき第三者証明機関へ提出する、特恵原産地証明 判定根拠資料の「良品条件の明確化」を目指す。

取組の位置づけ
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振り返り

前回までの活動の振り返り

2023年5月～ 8月   経済産業省×企業代表 ※可能な限り毎週開催

2023年6月  第4回EPA活用推進会議  ※取組み発表

2023年8月頃 経済産業省より 三帳票に関して「違和感の無い内容」との状況に至る

2023年9月～ 経済産業省×日本商工会議所にて 三帳票に関する確認・調整 ⇒ 随時企業代表とも調整

2023年10月 経済産業省×日本商工会議所×企業代表にて “成果物の表現、クレジット”について議論

         ⇒ 合意内容：EPA活用推進会議の成果物として公表する事で効力の発揮を狙う

2024年2月 三帳票に関する各判定事務所から意見集約

2024年3月 【第5回EPA活用推進会議時点】 経済産業省×日本商工会議所×企業代表にて三帳票 個別項目の調整中
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前回調整中3項目と結論
項目 対象帳票 日本商工会議所要望 企業代表要望 結論

社印押印
CTC対比表
VA計算ワークシート

判定依頼者≠輸出品
生産者の場合、押印
を求められることがあり、
その場合には押印が必
要となります

輸出者証明において判定依
頼者≠輸出品生産者の場合、
かつ輸出品生産者の同意を
得ず判定依頼を行っている疑
念がある場合、輸出品生産
者の印を求める事があります

企業代表要望の表現を緩和して合意：
輸出者証明において判定依頼者≠輸出品
生産者の場合、輸出品生産者の同意を得
て判定依頼を行っていることを確認するため、
輸出品生産者の社印を求めることがあります

委託生産者制
度利用時の
企業名

CTC対比表
VA計算ワークシート
サプライヤ証明

申請者名に（委託
元）、製造者名（委
託先）を必ず記載

申請者名に（委託元）、製
造者名に（委託先）の記載
は不要としたい

合意に至らず両論併記：
審査側からは、各企業の「委託元」「委託
先」等、関係性を明らかにする記載が求めら
れています

連絡先 サプライヤ証明

電話番号を基本として
メールアドレスと併記

各社の状況に応じて電話番
号、メールアドレスいずれか連
絡のつきやすい方を記載

企業代表要望にて合意：
電話番号またはメールアドレスを記載。但し
代表電話番号やグループアドレスは原則不
可（個別情報がない場合は可）証明資料
作成者へ確実に連絡が取れる事
※「原産性を判断するための基本的考え方と整え
るべき保存書類の例示」へ反映予定

→ これらの結論を反映し、2024年7月16日より運用開始
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公開ページのご紹介

EPA活用推進会議ウェブサイトにて公開
原産判定基準・条件明確化 （METI/経済産業省）

https://www.meti.go.jp/shingikai/external_economy/epa_katsuyo/seikabutsu_2.html
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資料の見方

書類のフォーマットサンプル

「何をどう書けば過不足がなく、審査を進めていただけるか」
という観点から、項目ごとの記載内容について解説



判定事務所からの指摘対応に苦慮していた仕入れ先に、本フォーマットを紹介したことにより、仕入れ先による適切な対
応が実現し、判定審査が早期に再開された。

仕入れ先サポート(日本自動車部品工業会)
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運用開始後の活用事例

業界ガイドラインへの反映(日本自動車工業会 & 日本自動車部品工業会)

業界における「FTA/EPA原産性調査に関するガイドライン」の更新に当たり、依頼項目・回答項目の再整理の際に、当
フォーマットの記載項目を反映。2025年度中、業界団体ウェブサイト等にて公開予定。
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